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平成 26 年 11 月に施行された「過労死等防止対策推進法」において、11 月は「過労死等防止啓発月間」

とされています。平成 28 年 6 月に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」や「日本再興戦略 2016」

には「長時間労働の是正に向けた法規制の執行強化」が盛り込まれるなど、長時間労働対策の強化が喫

緊の課題となっています。 

先月号のエールスピリッツでも取り上げましたが、今般、働き方の多様化が進む中、仕事と生活の調

和がとれた働き方を可能とする環境を整備していく上で、長時間労働対策の強化は経営上も重要な位置

づけとなっていくことが予想されます。先般の電通の過労死事件においても、直近で月 105 時間の時間

外労働などから労災と認定されたことはご承知のとおりです。人材の採用も難しい時代ですが、だから

こそ、社員の心身ともに健康な体、適切な労働時間、健全な労働環境整備は企業経営の重要課題です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 労使の主体的な取組の促進 

・使用者団体や労働組合に対し、長時間労働削減に向けた取組に関する周知・
啓発などの実施についての協力要請を行う 

② 労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問の実施 

・都道府県労働局長が管内の主要な企業を訪問し、長時間労働削減に向けた取
組事例を収集・紹介する 

③ “重点監督”の実施 

④ 電話相談の実施 

・「過重労働解消ダイヤル（無料）」を実施し、担当官が相談に対応する 

⑤ 企業における自主的な過重労働対策を推進 

・企業の労務担当責任者を対象に、「過重労働解消のためのセミナー」を実施

厚生労働省によるキャンペーン期間中の取り組み内容

に対して立ち入り調査を実施。 

重大・悪質な違反があった場合は 

・時間外・休日労働が「時間外・休日労働に関する協定届（いわゆる３６

協定）」の法違反が認められた場合は是正指導 

・賃金不払残業があった場合は是正指導 

・不適切な労働時間管理の適正化の指導 

・長時間労働者への医師による面接指導等、健康確保措置を指導 

書類送検、公表 

・長時間の過重労働により過労死等に係る労災請求が行われた事業場等 

・労働基準監督署及びハローワークに寄せられた相談等を端緒に、離職率

が極端に高いなど若者の「使い捨て」が疑われる企業等 

重 点 監 督 と は ・・ 
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エールスピリッツ 10 月号で 36 協定の重要性を取り上げましたが、重点監督の結果のとおり、単に 36

協定を結ぶだけでなく、時間外労働の実態を把握し、長時間労働が生じている場合は具体的に改善して

いく取り組みが必要になります。創造力が必要な時代に、恒常的な長時間労働により疲弊していると、

創造的な活力は生まれません。効率が落ち、ますます労働時間が増える悪循環となります。容易なこと

ではありませんが、各社にあったメリハリのある働き方の工夫を見つけていくことが重要です。 

 

 

  

① 実施事業場：5,031 事業場 

・このうち、3,718 事業場(全体の 73.9％)で労働基準法違反あり。 

② 主な違反内容 

・違法な時間外労働があったもの：2,311 事業場(45.9%) 
月 100 時間を超えるもの：799 事業場(34.6％) 
➤月 150 時間を超えるもの：153 事業場(6.6%) 
➤月 200 時間を超えるもの： 38 事業場(1.6%) 

・賃金不払残業があったもの：509 事業場(10.1%) 
・過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの：675 事業場(13.4％) 

③ 主な健康障害防止に係る指導状況 

・過重労働により健康障害防止措置の改善指導：2,977 事業場(59.2％) 
・労働時間の把握方法不適正による指導：1,003 事業場(19.9％) 

平成 27 年度｢過重労働解消キャンペーン重点監督｣の実施結果のポイント

 

エールの取り込みその後① 

 

(上の図は、労災補償に係る脳・心臓疾患の労災認定基準の考え方の基礎となった医学的検討結果を踏まえたものです。)

 労働時間の現状は、週労働時間が 60 時間以上の労働者の割合が低下傾向にあるも

のの、長時間労働の実態がみられる。過重労働による健康障害も多い状況にあるほ

か、割増賃金の不払いにかかる労働基準法違反がみられる。 

労働時間等の現状 

 長時間にわたる過重な労働は、疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因。具体的に

は、時間外・休日労働が月 45 時間を超えて長くなるほど、業務と脳・心臓疾患の発

生との関連性が強まる。 

過重労働と健康障害の関連性

◆整理整頓…毎週水曜日の終礼後 30 分の時間限定でスリム化を図っています！ 

◆マイ時計の活用…メンバーはリーダーからプレゼントされたアラームを活用して時間管理をし

ています。早く帰らないといけないというまずは意識改革から。 

◆その他…チーム朝礼でその日の忙しさを色（赤：危険！黄：忙しい青：落ち着いている…）で申

告しています。その日の状態を共有し、チーム内で赤の人の負担軽減を意識しています。

チーム終礼では残務内容と終了見込みを共有しています。「その仕事は今日しなければ

ならないこと？優先順位は？」を各自問いかけるようにしています。 
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エールスピリッツ９月号でご案内のとおり、男女雇用機会均等法及び育児・介

護休業法が改正されます。その改正で、マタニティハラスメントを防止するため

の措置を事業主に義務付ける規定が新設されています〔平成29年1月から実施〕。 

企業規模にかかわらず適用されますので、基本を確認しておきましょう。 

 

 

 

まずは、法律の条文をみてみましょう。 

〈男女雇用機会均等法 11 条の２〉 

事業主は、職場において行われるその雇用する女性労働者に対する当該女性労働者が妊娠

したこと、出産したこと、妊娠又は出産に関する事由であって厚生労働省令で定めるもの※

に関する言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう、当該女性労働者

からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置

を講じなければならない。 

 

※妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置、産前休業、軽易な業務への転換、育

児時間などに関する事由が該当します（男女雇用機会均等法施行規則２条の３）。 

例えば、“女性労働者が産前休業の取得を上司に相談したところ、「休みをとる

なら辞めてもらう」と言われた”といったケースが、防止措置の対象となるハラ

スメントに該当します。 

〈育児･介護休業法 25 条〉 

事業主は、職場において行われるその雇用する労働者に対する育児休業、介護休業その他

の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置の利用※に関する

言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、

適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければな

らない。 

 

※育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、所定外労働の制限などの利用が該当

します（育児・介護休業法施行規則 76 条）。 

例えば、“労働者（男性）が育児休業の取得について上司に相談したところ、「男の

くせに育児休業をとるなんてあり得ない」と言われ、取得をあきらめざるを得なかっ

た”といったケースが、防止措置の対象となるハラスメントに該当します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

マタハラ防止措置が事業主に義務付けられました 

 

マタニティーハラスメント防止措置の基本 

 

 
育児・介護休業法による育児休業、労働時間に対する支援、子の看護休暇等は、全て 

の男女の労働者が対象です。父母がともに育休を取得する場合、1歳 2ヶ月までの間の 

1 年間を上限に育休を取得できます。ママが専業主婦でも構いません。 

出産直後はママの疲労はピークです。上の子がいればさらに負荷が増します。出産直後の大変な時にマ

マをサポートするともに、子供の出生直後の貴重な時間を家族で過ごすことは貴重な体験となります。マ

マの産後休暇中に開始したパパの育休はカウントされないので、ママの復職時などにもう一度育休を取得

することができます（取得期間は通算１年が限度）。会社が社員を気持ちよくサポートすることで、仕事

への意欲も生産性もあがり、また他の社員の将来への安心感につながるのではないでしょうか。 
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代官山にある

れなクラフト

生まれる新し

が提供してい

ところ横浜と

ったビールが

     

6 種類のビー

りやすいメニ

みの日にのん

足を運ばれて

政策の動向・ 

求められる対

建設業の社

    加

皆様の企

のエール

の美味しさに

るスプリング

トビールのお

しいビール。

いるお店でし

とビールの歴

150 年前

アム・コ

中でも工

が、横浜居留

 れるよう

を改造し

けたそう

るそうで

ールをテイス

ニューなどビ

んびりするに

てみてはいか

 

 

対応 

社会保険未加

加藤が 6 連

マ

企業経営に

ル 

HA

HALL

に気づき始め

グバレーブル

お店」だけで

そのビール

した。そして

歴史について

前の文明開化

コープランド

工夫を凝らし

留地に住む多

になりまし

し日本初のビ

です。その

です。 

スティングで

ビールを楽し

にはぴったり

かがでしょう

今月

秋山

 
 

加入問題 

連続で。 

マイナンバー

メンバー一

APPY 

LOWEEN 

6 

ました秋山

ルワリーとい

でなく、「つ

ルを酌み交わ

1 号店は横

知ることが

化真っ只中の

ドが醸造所を

し醸造に成功

くの外国人

た。コープ

ビアガーデン

地が後にキ

できるセット

しめる工夫が

の空間です

か？お気に入

月のコラムは

山が担当しま

滝瀬が

セミナー

いただき

ー制度と実務

一同いつもエ

今年

仮装

たち

た。

ゲー

た！

です。 

うお店のご紹

くり手”と

す開かれた場

横浜にあるそ

できました。

横浜にノル

設立したこ

したそうです

たちの間で話

ランドさんは

をつくるな

リンビール

(写真)や「

たくさんあ

。 

入りのビール

は 

ます 

有隣堂様主催

ー講師をさせ

きました。 

務対応につい

エールをおく

年のハロウィ

装した大勢の子

ちがきてくれ

チームワーク

ームもバッチリ

 

紹介です！ 

“飲み手”の

場所」という

うです！そも

。 

ウェー生まれ

とが始まり。

す。 

話題となり、

はビール醸造

ど、人生をビ

に引き継がれ

このビールに

りました。お

ルを見つけら

催の

せて

いて 

くっています

ンも

子供

まし

クの

リでし

の交流によっ

うコンセプ

もそもなぜ横

れのアメリカ

。原料が充分

、やがて日本

造だけではな

ビールへの情

れ、今のビー

に合うお料理

おしゃれかつ

られるかもし

す 

って、化学変

トのもと、キ

横浜なのか、

カ人、ウイリ

分に揃わない

本人にも飲ま

なく自宅の庭

情熱に傾け続

ール工場があ

理はコレ！」

つ遊び心ある

しれません！

 

変

キ

リ

い

ま

庭

続

あ

る

！


